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赤
字
決
算
の
対
策
は

赤
字
決
算
の
対
策
は

大
森
　
平
成
十
七
年
度
決
算

の
単
年
度
収
支
が
赤
字
に
な

っ
た
。
特
別
交
付
税
減
が
主

な
理
由
だ
が
、
本
年
三
月
に

は
減
税
額
は
把
握
で
き
て
い

る
。
本
議
会
ま
で
七
ヶ
月
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
対
応
策
が
示
さ
れ
な
か
っ

た
。
ま
し
て
、
そ
の
間
の
指

定
管
理
者
選
定
に
あ
た
っ
て
、

財
政
難
に
つ
い
て
反
映
さ
れ

て
い
な
い
。
減
額
が
わ
か
っ

た
時
点
で
な
ぜ
指
導
力
を
発

揮
し
な
か
っ
た
か
。

町
長
　
指
摘
を
真
摯
に
受
け

止
め
る
。

　
只
、
指
定
管
理
者
選
定
に

あ
た
っ
て
は
、
財
政
が
厳
し

い
状
況
だ
が
経
費
面
だ
け
で

な
く
総
合
的
に
判
断
し
た
。

　
今
後
、
自
ら
先
頭
に
立
ち
、

議
会
、
町
民
に
理
解
が
得
ら

れ
る
行
政
シ
ス
テ
ム
の
再
構

築
に
邁
進
す
る
。

��

大
森
　
合
併
協
議
の
前
提
が
、

予
算
の
面
で
土
台
か
ら
崩
れ

た
。
こ
の
際
、
町
民
に
お
詫

び
し
、
予
算
の
見
直
し
が
必

要
で
は
な
い
か
。

�

町
長
　
今
年
度
予
算
は
、
突

発
的
な
事
態
が
生
じ
な
い
限

り
、
予
定
通
り
と
す
る
。

　
し
か
し
、
行
政
自
ら
身
を

削
る
努
力
が
必
要
で
あ
り
、

検
証
し
、
実
行
し
、
行
政
サ

ー
ビ
ス
の
低
下
を
生
じ
な
い

よ
う
、
新
し
い
行
政
機
構
を

作
っ
て
い
く
。

���

大
森
　
財
政
難
の
有
効
策
で

あ
る
。
財
政
改
善
策
と
し
て
、

定
期
借
地
権
の
活
用
が
あ
る

が
、
ど
こ
ま
で
検
討
し
て
い

る
か
。

�

町
長
　
東
京
、
大
阪
、
名
古

屋
の
各
鳥
取
県
事
務
所
に
本

町
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
置
き
、

情
報
収
集
に
努
め
て
い
る
。

定
期
借
地
権
の
要
望
に
も
対

応
す
る
。

大
森
　
企
業
進
出
の
情
報
は

あ
る
か
。

町
長
　
正
式
な
申
し
出
は
な

い
が
、
既
存
企
業
の
設
備
拡

張
、
大
型
の
小
売
店
舗
設
置

の
相
談
は
あ
る
。
今
後
、
企

業
誘
致
を
積
極
に
取
り
組
む
。

���

大
森
　
企
業
の
進
出
条
件
に
、

安
い
土
地
の
確
保
が
あ
る
。

条
件
整
備
、
情
報
収
集
、
営

業
能
力
等
、
専
門
性
が
問
わ

れ
る
が
、
財
政
再
建
専
門
部

署
の
新
設
が
必
要
で
は
。

�

町
長
　
合
併
調
整
事
務
が
一

段
落
し
た
の
で
、
既
存
の
政

策
管
理
室
で
対
応
す
る
。

赤
字
収
支
の�

　
　
対
応
方
針
は

定
期
借
地
権
の�

　
　
積
極
活
用
は

予
算
の
凍
結
、見
直
し
は

体
制
見
直
し
が
必
要
で
は

企
業
進
出
の
情
報
は
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